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子育て世帯臨時特別給付金について残る５万円も現金支給します 

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取組の一つとし
て，令和３年度子育て世帯臨時特別給付金について，児童一人あたり１０万円相当の
うち，先行給付金５万円は 12月 23日に振り込む手続きをしております。国から全
額現金給付を可能とすることが示されたことから，残る 5万円についても現金支給し
ます。 

 

1 支給対象者及び支給日 

(１) プッシュ型支給対象世帯（申請不要） 

０～１５歳の子どもがいる児童手当受給世帯（特例給付を除く） 

     対象者 ：約４７，７００人 

     支給金額：児童一人当たり一律５万円 

     支給日 ：２０２１年１２月２8日（予定） 

     ※先行給付金の５万円は，２０２１年１２月２３日（予定） 

 

(２) 申請支給対象世帯 

１６～１８歳の子どもがいる世帯及び 

０～１８歳の子どもがいる公務員の世帯 

（児童手当の所得制限限度額以上を除く） 

     対象者 ：約１３，８００人 

     支給金額：児童一人当たり一律１０万円（先行給付金とあわせて一括支給） 

     支給日 ：申請書収受後一定期間分を取りまとめ速やかに支給 

     ※申請の受付は令和４年１月以降を予定しています。 

以 上 


